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平
成
25
年
分
の
所
得
税
・
消
費

税
・
贈
与
税
の
確
定
申
告
が
始
ま

り
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た

方
で
、
ま
だ
申
告
を
さ
れ
て
い
な

い
方
等
の
所
得
税
の
還
付
や
軽

減
・
免
除
な
ど
の
手
続
き
に
よ
り
、

例
年
以
上
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
、
申
告
は
お
早
め
に
お
願

い
し
ま
す
。

受
付
日
時
　

２
月
３
日
㈪
か
ら
３
月
17
日
㈪
ま

で
の
平
日　

９
時
～
16
時

受
付
場
所
　

相
馬
市
振
興
ビ
ル
６
階

（
相
馬
市
中
村
字
塚
ノ
町
65
―
16
）

※
相
馬
税
務
署
に
は
申
告
書
作
成

会
場
を
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。

持
参
書
類

①
平
成
24
年
分
の
確
定
申
告
書

（
控
）、
平
成
24
年
分
更
正
通
知
書

な
ど

②
平
成
25
年
分
の
所
得
金
額
や
所

得
控
除
額
の
わ
か
る
書
類
（
源
泉

徴
収
票
な
ど
）

③
青
色
申
告
決
算
書
・
収
支
内
訳

書
な
ど
（
該
当
者
）

④
還
付
金
振
込
先
の
金
融
機
関
及

び
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の
（
本

人
名
義
）

⑤
印
鑑

⑥
震
災
に
よ
り
損
壊
し
た
住
宅
等

の
修
繕
を
平
成
25
年
中
に
行
っ
た

場
合
は
、
修
繕
等
に
支
払
っ
た
金

額
の
わ
か
る
書
類
（
領
収
証
等
）

税
の
減
免
手
続
き

１
．
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅

や
家
財
・
自
動
車
な
ど
に
被
害
を

受
け
た
方
は
、
雑
損
控
除
等
の
適

用
に
よ
り
所
得
税
の
還
付
や
軽

減
・
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

２
．
災
害
が
や
ん
だ
日
か
ら
３
年

を
経
過
し
た
日
ま
で
に
、
災
害
関

連
支
出
を
し
た
方
は
雑
損
控
除
の

適
用
に
よ
り
所
得
税
の
還
付
や
軽

減
・
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
災
害
関
連
支
出
と
は
、
次
の
支

出
を
い
い
ま
す
。

①
災
害
に
よ
り
生
じ
た
土
砂
な
ど

を
除
去
す
る
た
め
の
支
出

②
住
宅
等
の
原
状
回
復
の
た
め
の

支
出（
資
産
の
損
失
部
分
を
除
く
）

③
住
宅
等
の
損
壊
・
価
値
の
減
少

を
防
止
す
る
た
め
の
支
出

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、
公

的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
所
得
税
（
国
税
）

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

が
な
く
な
り
ま
し
た
。

※
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
住
民
税

　

町
県
民
税
申
告
と
所
得
税
申
告

の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
申
告
方

法
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙
﹁
申
告

の
お
知
ら
せ
﹂を
ご
覧
い
た
だ
き
、

各
地
区
の
指
定
日
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

受
付
日
時　

２
月
14
日
㈮
か
ら
３
月
17
日
㈪
ま

で
の
平
日
及
び
３
月
２
日
㈰

の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
︒住
民
税
に
関
す
る
ご
質
問
は
、

お
住
ま
い
の
市
町
村
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
・
納
付
の
期
限

①
所
得
税
・
贈
与
税
の
申
告
・
納

付
期
限
は
、
平
成
26
年
３
月
17
日

㈪
で
す
。

②
消
費
税
の
申
告
・
納
付
期
限
は
、

平
成
26
年
３
月
31
日
㈪
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
税
務
署
（
☎
㊱
３
１
１
１
）

９
時
～
11
時
15
分
／
13
時
～
16
時

受
付
場
所　

役
場
１
階
１
０
１
・
１
０
２
会
議
室

※
受
付
期
間
中
は
窓
口
が
大
変
混

雑
し
ま
す
。
医
療
費
控
除
・
経
費

等
に
つ
い
て
は
、
必
ず
事
前
に
計

算
し
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課
（
☎
�
２
１
１
９
）

　
町
県
民
税
申
告
の
お
知
ら
せ

　
　
別
紙
﹁
申
告
の
お
知
ら
せ
﹂
に
掲
載
し
た

　
　
　
　
各
地
区
の
指
定
日
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
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税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
国
外
財
産
調
書
の

　
提
出
制
度

　

平
成
24
年
度
の
税
制
改
正
に
お

い
て
、「
国
外
財
産
調
書
制
度
」

が
創
設
さ
れ
、
居
住
者
（
非
永
住

者
の
方
を
除
く
）
の
方
で
、
そ
の

年
の
12
月
31
日
に
お
い
て
、
そ
の

価
額
の
合
計
額
が
５
，
０
０
０
万

円
を
超
え
る
国
外
財
産
（
預
金
・

平成 26 年度　予備自衛官補募集案内
防衛省・自衛隊では、次のとおり予備自衛官補を募集します。

募集項目 予備自衛官補（一般） 予備自衛官補（技能）

受付期限 ４月２日㈬まで

募集人員 東北方面隊管内約 100 名 東北方面隊管内約 20 名

応募資格
平成 26 年

７月１日現在

18 歳以上 34 歳未満（男女）

18 歳以上で国家免許資格

等を有する者

技能に応じ 53 歳～ 55 歳

未満（男女）
試験期日 ４月 11 日㈮～ 15 日㈫のうち、いずれか１日を指定

合格発表 ５月 16 日㈮

受験会場 受付時にお知らせします

◎申し込み・問い合わせ
　自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所（☎㉓４７１２）

　
公
立
相
馬
総
合
病
院

　
看
護
師
募
集

　

相
馬
方
部
衛
生
組
合
で
は
、
平

成
26
年
度
採
用
予
定
の
公
立
相
馬

総
合
病
院
職
員
採
用
候
補
者
試
験

を
行
い
ま
す
。

職
種
・
採
用
予
定
人
員

看
護
師　

６
名
程
度

受
験
資
格
　
昭
和
48
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
看
護
師
免

許
を
有
す
る
方
又
は
同
免
許
を
取

得
見
込
の
方

　
都
市
計
画
事
業

　
計
画
書
の
長
期
縦
覧

　

事
業
認
可
さ
れ
た
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
事
業

計
画
書
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

事
業
の
種
類
及
び
名
称

・
相
馬
都
市
計
画
一
団
地
の
津
波

防
災
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
事
業

・
相
馬
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道

事
業

縦
覧
場
所

役
場
２
階
都
市
計
画
課

（
８
時
30
分
～
17
時
）

◎
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課
（
☎
�
２
１
１
３
）

試
験
方
法  

作
文
試
験
、
面
接
試
験

受
付
期
間

１
月
27
日
㈪
か
ら
２
月
28
日
㈮

試
験
会
場
　
公
立
相
馬
総
合
病
院

試
験
日

受
験
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

受
験
手
続

　

受
験
申
込
用
紙
は
、
公
立
相
馬

総
合
病
院
、
相
馬
市
及
び
新
地
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。受
験
申
込
用
紙
を
出
力
し
、

受
験
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、必
要
書
類
（
履
歴
書
【
写

真
添
付
】）、
看
護
師
免
許
証
の
写

し
（
免
許
を
有
す
る
者
の
み
）、

最
終
学
校
の
卒
業
（
見
込
）
証
明

書
、
成
績
証
明
書
及
び
健
康
診
断

書
（
指
定
の
も
の
）
を
添
え
て
郵

送
に
よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
郵
送
は
、
80
円
切
手
を

貼
付
し
た
送
付
先
明
記
の
返
信
用

封
筒
（
長
形
３
号
）
を
必
ず
同
封

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
郵
便
に
よ
り
受
験
申
込

用
紙
を
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒

の
表
に
「
採
用
試
験
申
込
用
紙
請

求
」
と
朱
書
き
し
、
１
２
０
円
切

手
を
貼
付
し
た
送
付
先
明
記
の
返

信
用
封
筒
（
角
形
２
号
）
を
必
ず

同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
限
　
２
月
28
日
㈮
必
着

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

公
立
相
馬
総
合
病
院
総
務
課

〒
９
７
６
―
０
０
１
１

相
馬
市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
１
４
２

（
☎
㊱
５
１
０
１
）

不
動
産
・
有
価
証
券
な
ど
）
を
有

す
る
方
は
、
そ
の
財
産
の
種
類
、

数
量
及
び
価
額
等
を
記
載
し
た
国

外
財
産
調
書
を
そ
の
年
の
翌
年
の

３
月
15
日
ま
で
に
住
所
地
等
の
所

轄
の
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
平
成
25
年
12
月
31
日
に

お
い
て
、
そ
の
価
額
の
合
計
額
が

５
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
国
外

財
産
を
有
す
る
方
の
国
外
財
産
調

書
の
提
出
期
限
は
、
平
成
26
年
３

月
17
日
㈪
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

相
馬
税
務
署
（
☎
㊱
３
１
１
１
）

原子力損害賠償
巡回法律相談

日程　２/13 ㈭・20 ㈭・27 ㈭

会場　福島県南相馬合同庁舎

（原町区錦町 1-30）

予約電話番号
☎０２４－５２３－１５０１
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新地くらしアシストタブレット モニター家庭募集
　新地町では、タブレット端末を使ってエネルギーの無駄を見つけたり、地域の中でのつながりや

健康づくり等のくらし支援を行ったりするためのシステムをタブレット端末として整備し、モニター

となる家庭に一定期間利用していただく試行運用を実施します。試行運用では、モニターの方のシ

環境未来都市の創造に向けた環境・経済・社会の価値を高める

「スマート・ハイブリッドタウン」構築事業

モニターとなる方には、システムを
利用するためのタブレット端末を 1
家庭に 1 台貸与します。また住居
に電力使用量を計測する機器の設
置工事を行います。

ステム利用状況やエネルギーの使用量などの情報

を集め、今後町で実施する取組みに役立てていくこ

とを目的にしています。

　今回、モニターとなる方の募集と説明会を行いま

すのでお知らせします。

【新地くらしアシストタブレットを使ってできること】

募集期限　　２月 14 日㈮
募集説明会　以下のいずれかにご参加ください。
　　　　　　日時　１月 29 日㈬　① 10:00 ～ 11:30 ／ ② 19:00 ～ 20:30　場所　新地町役場 101・102 会議室
募集モニター数　50 世帯
応募資格　新地町に在住する年齢が 20 歳以上で、電力の使用量やシステムの利用履歴などの情報収集を承諾いた
　　　　　だける方で、次のような要件に該当する方。
□住居が自己所有である方。（公営住宅、賃貸住宅は対象外）
□住居にインターネット回線とルータがあり、試行運用の期間、使わせていただける方。
□電力計測機器の動作やタブレット端末の充電のため、住居の電気を使用することを承諾いただける方。
□電力計測機器の設置工事を、住居で行うことを承諾いただける方。
□電力会社との契約アンペアは、100A 以下の方。　ほか

◎問い合わせ
環境未来都市推進室（新地町役場企画振興課内）

（☎�２１１２）（FAX �３１９４）

E-mail：kanko@shinchi-town.jp

募集内容　　新地町役場のホームページで募集要綱と申
　　　　　　込書を公開しています。
　　　　　　募集要綱と申込書は、モニター募集説明会
　　　　　　でも配布します。
試行運用の開始時期　３月



ＢＳプレミアム「きらり！えん旅」

歌手  八
や し ろ

代  亜
あ き

紀 さん が新地町にやってきます！

震災で大きな被害を受けた東北を励まそうと、市町村を訪ねるＮＨＫ・

ＢＳプレミアムの番組「きらり！えん旅」で、歌手の八代亜紀さんが

新地町にやってきます。

そこで今回、八代亜紀さんに新地町のよさをアピール
してくださる方を募集します。

「ふるさと自慢」応募先

〒 150-0047　東京都渋谷区神山町 5-20  神山町小川ビル
（株）ＮＨＫプラネット「きらり！えん旅」係

FAX ０３－３４８５－３９８４
※実際にテレビ取材する場合は、番組制作スタッフからご連絡します。

おすすめの風景、隠れた穴場をご存じの方、伝統料理、伝統芸能、自慢の特技などでもてなしたい方、

その他、新地町のこんな魅力を伝えたいというアイデアのある方、復興に尽力していらっしゃる方・

グループの紹介など、アピールしたい内容と連絡先を手紙やはがき、ファックスなどでお知らせく

ださい。

たくさんのご応募、お待ちしています！締め切りは２月 14 日㈮です。

※八代亜紀さんが新地町を旅するのは、

３月 15 日㈯～ 17 日㈪までの３日間です。

『ふくしま浜街道・桜プロジェクト』実行委員会では、浜通りを縦断する国道６号及び常磐道・県市

町村道の沿道に、地域住民及び避難されている皆様や全国のボランティアの方々による桜の植樹を

行います。

つきましては、桜の植樹作業に協力していただけるボランティアを募集します。

ふくしま浜街道・桜プロジェクト

◎申し込み・問い合わせ
『ふくしま浜街道・桜プロジェクト』実行委員会事務局

（特定非営利活動法人ハッピーロードネット事務局内）

☎ 0240-23-6172　FAX 0240-23-6171
※ふくしま浜街道・桜プロジェクト応募用フォームは建設課窓口にあります。

植樹ボランティア募集

【新地町のよさをアピールする出演者を募集】

広報しんち H26.1.20（４）



みちのく潮風トレイル
自然の恵みと脅威　　地域に根ざした文化　　地元住民のあたたかなおもてなし

様々なつながりに触れることのできる “ 歩く旅 ” の道

Michinoku Coastal Trail

環境省では、東日本大震災を受け、地域の暮らしを後世に伝え、自然の

恵みと脅威を学びつつ、それらを活用しながら復興を後押しする取組を

進めています。その取組の柱が「みちのく潮風トレイル」の設定です。

「トレイル」とは車の旅では味わえない風景、食、文化、人との出会い

の奥深さを楽しむ歩くための道のことです。

「みちのく潮風トレイル」は八戸市蕪島から福島県相馬市までの海岸線

を中心に設定されます。平成 25 年 11 月 29 日には八戸市～久慈市の

百㌔の区間が開通し、福島県内の相馬市～新地町区は平成 26年夏ごろ

開通予定です。

新地町は、自然豊かで美しい景観を望むことが出来る鹿狼山、町特産の

リンゴやイチジク、トマトやニラなどの農産物、右近清水を始めとする

歴史深い多くの清水など多くの魅力に溢れています。

「トレイル」を通して、多くの方々に新地町の奥深さを体験し、ファン

になってほしいと考えています。

そこで、地域の皆様から新地の魅力地点を教えて頂き、ルートを決

めるワークショップを開催することになりました。歴史ある
建物、景色がきれいな場所、おいしい食べ物やお店などを皆様から教え

て頂き、新地ならではの「トレイル」を一緒に作っていきたいと考えて

います。

皆様のご参加をお待ちしています！

開催日　１/30 ㊍　18：30 ～ 20：00

会　場　農村環境改善センター

対　象　どなたでも OK ！　　参加費　無　料

内　容　みちのく潮風トレイルについて知ろう

　　　　新地町の魅力を発見しよう　 新地町ならではのトレイルルートを検討しよう

◎問い合わせ　環境省東北地方環境事務所  担当  小保根（こぼね）☎ 022-722-2874　

第１回ワークショップ参加者募集

広報しんち H26.1.20（５）



休日在宅歯科当番医

  ２日㈰　篠山歯科医院
（相馬市）☎㊱１６２２

  ９日㈰　いしばし歯科
（原町区）☎㉓６０２２

11 日㈫　健歯科クリニック
（新地町）☎�２４１８

16 日㈰　松本歯科医院
（原町区）☎㉔１６８７

23 日㈰　菅野歯科医院
（相馬市）☎㊱１５２５

診療時間　９時～ 16 時

休日在宅当番医

  ２日㈰　浜通りふれあい診療所
（相馬市）☎㉖７１００

  ９日㈰　菜のはなこどもクリニック
（相馬市）☎㉟０３０３

11 日㈫　米村胃腸科内科医院
（相馬市）☎㊱６６１１

16 日㈰　阿部クリニック
（相馬市）☎㉟２５５３

23 日㈰　柏村内科胃腸科
（相馬市）☎㊱６６３６

診療時間　９時～ 16 時

無料法律相談所
　町では、次のとおり弁護士および司法書士に

よる無料法律相談所を開設します。

開設日（２月）
①司法書士による相談　 ２月 12 日㈬

②弁護士による相談　　 ２月 18 日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　

相談内容　被災者の生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎㊱４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎�２１１６）

心配ごと相談
２月 10 日㈪・20 日㈭ 10 時～ 15 時　保健センター

交通事故相談
２月３日㈪　９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
２月 10 日㈪　10 時～ 15 時　保健センター

２月

わくわくランド　イベント情報
とろ～りかんたん♪

フォンダンショコラをつくろう！

日時　２/11 ㊗

午前 10:30 ～ 11:30 ／午後 13:30 ～ 14:30

場所　わくわくランド　ふれあいキッチン

内容　バレンタインにちなみ、チョコレートを

使った焼き菓子をつくります。

定員　各回先着 12 名（計 24 名）

参加対象　小学生以上の方ならどなたでもご参

加できます。 

講師　わくわくランドスタッフ

参加料　無料

参加方法
１月 24 日（金）より電話とインフォメーショ

ンで受付ます。

※定員になり次第締め切ります。

※一回のお電話につき２名までの申込みとしま

す。

◎問い合わせ
相馬共同火力発電株式会社新地発電所内

わくわくランド（☎�４７２２）

http://www.somakyoka.co.jp

■問合せ時間　9:00 ～ 17:00

■休館日　毎週月曜日

　　　　　（月曜日が祝日の場合は翌平日）

福島県で働くすべての方へ

確認しましょう！最低賃金

時間額６７５円

詳 し く は、 福 島 労 働 局 賃 金 室（ ☎ ０ ２ ４ －
５３６－４６０４）または最寄りの労働基準監
督署へお問い合わせください。


